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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゴルフクラブヘッドであって、
　上記ゴルフクラブヘッドの前面部分に位置づけられる打撃フェース部分と、
　上記打撃フェース部分の後方部分に結合される本体部分とを有し、
　上記打撃フェース部分が、さらに、
　第１の材料から製造され、上記打撃フェース部分の前面部分を被覆する薄膜からなり、
上記打撃フェース部分の外側表面全体を形成する外側層と、
　上記外側層と類似の材料から製造されて、上記打撃フェース部分の内側表面全体を形成
する裏打ち層とを有し、
　上記外側層および上記裏打ち層が組合わさって実質的に上記打撃フェース部分の幾何中
心の近くにキャビティを形成し、
　さらに、上記ゴルフクラブヘッドは、上記キャビティ内に配置される、第２の材料から
製造されるチップインサートを有し、
　上記打撃フェース部分は０．８７５未満のフェース厚さ比を有し、当該フェース厚さ比
は、上記外側層の上記幾何中心における厚さを上記裏打ち層の上記幾何中心における厚さ
で割ったものとして定義されることを特徴とするゴルフクラブヘッド。
【請求項２】
上記第１の材料は上記第２の材料と異なり、かつ、上記第２の材料のヤング率が上記第１
の材料のヤング率より大きい請求項１記載のゴルフクラブヘッド。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、全般的には、複数の材料から製造される打撃フェースを具備するゴルフク
ラブヘッドに関する。より具体的には、この発明は、ゴルフクラブヘッドの打撃フェース
部分の幾何中心の近くに形成されたキャビティに配されるチップインサートを第２の材料
を用いて形成し、この第２の材料が打撃フェースの残りの部分より大きなモジュラスを有
する、メタルウッドタイプのゴルフクラブヘッドに関する。打撃フェース部分は、固有な
構造故に、一般的には、拡散接合、液体界面拡散、または超塑性形成の技術を用いて一緒
に形成され所望の接合強さを実現されて良い。このメタルウッドタイプのゴルフクラブは
、第２の材料を打撃フェース部分の幾何中心の近くに組み込むことにより、ゴルフクラブ
ヘッドのスイートスポットの寸法が顕著に増大して、もってゴルフクラブヘッドの全体の
性能を改善する。
【背景技術】
【０００２】
　ゴルフゲームで良い成績を残すには、ゴルファーは種々の異なるゴルフショットを行え
るようになる必要がある。ショットのそれぞれはゴルフゲームの異なる場面に焦点を当て
る。例えば、良好なチップおよび／またはピッチショットを打つには、ゴルファーは、ゴ
ルフボールの軌道、距離、スピンを制御してゴルフボールができるだけピンの近くに、好
ましくはホールに、止まるようにできるようになる必要がある。他の例では、良好なアイ
アンショットを打つために、ゴルファーはゴルフショットの距離および広がりを制御して
ボールがグリーンにのるのを確実にする必要があり、距離のゲインを稼ぐために正確性を
犠牲にする。最後に、他の例では、良好なドライバショットを打つために、ゴルファーは
ゴルフショットの距離を最大化させ、同時に比較的まっすぐな飛行経路を維持させるよう
にする必要がある。このような点に基づいて、クラブが長くなるにつれて、正確性が強調
されなくなり、距離が強調されるようになる。
【０００３】
　ドライブタイプのショットに関しては、ゴルフクラブ設計者がゴルフショットの全体距
離を増大させつつ比較的まっすぐな飛行経路を維持するウッドタイプのゴルフクラブを設
計するよう試みてきた。米国特許第６，９３２，７１６号はドライバタイプゴルフクラブ
ヘッドの反発係数を増大させてドライバタイプゴルフクラブの総合距離を増大させる１つ
の試みを示す。より具体的には、米国特許第６，９３２，７１６号は、相互接続されて強
化構造およびポリマー材料から構成されるマトリクス層を具備するゴルフクラブヘッドを
製造してこれを達成するように試みる。マトリクス層は、ゴルフボールとの衝突の際に、
より大きな反発係数をゴルフクラブヘッドに付与する。米国特許第６，７１９，６４４号
は、応力破壊を阻止してより薄いフェースを実現して改良された反発係数をもたらす浅い
マーキングを用いてドライバタイプのゴルフクラブヘッドの距離を増大させる他の例を提
供する。
【０００４】
　ゴルファーがドライブタイプのゴルフショットにおいて比較的まっすぐな飛行経路を維
持できるようにするために、ゴルフクラブ設計者は、より大きなゴルフクラブヘッドを試
みてきており、これはオーバーサイズのクラブヘッドの慣性モーメントを増大させる結果
となり、この慣性モーメントの増大により、意図した経路からゴルフショットを外すこと
となる衝突時の好ましくないツイストがゴルフクラブに起こらないようにする。米国特許
第７，４１３，５２０号はゴルフクラブヘッドの全体の寸法を大きくしてゴルファーがボ
ールをよりまっすぐ打てるように支援する１つの例を示す。より具体的には、米国特許第
７，４１３，５２０号は、容積が４５０立方センチメートルから４７５立方センチメート
ルで、質量が１８０グラムから２２５グラムで、フロント－バック長が４．０インチから
５．０インチのゴルフクラブヘッドを開示している。さらに、米国特許第７，４１３，５
２０号は、さらに、ゴルフクラブヘッドの重心のまわりの慣性モーメントＩｙｙが増大し
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、４０００グラム－ｃｍ２より大きな数値を実現するという副次的な効果の１つを説明す
る。
【０００５】
　ゴルフクラブヘッドの反発係数および慣性モーメントの双方が大きくなると、ゴルファ
ーがゴルフボールをより遠く、よりまっすぐに打撃するのが容易になるけれども、これら
は、より長く、よりまっすぐなドライブを実現する上で、最も大切なものではない。実際
には、スイートスポットのサイズが、顕著な違いを実現するファクターの１つであり、そ
れでいて、しばしば見落とされる。米国特許第５，８３９，９７５号は、スイートスポッ
トの重要性を認識して、ゴルフクラブヘッドの内部キャビティ内にリブ構造を具備してク
ラブヘッドを強化して比較的大きなスイートスポットを実現しつつ崩壊やその他のゆがみ
を阻止するゴルフクラブヘッドを形成している。米国特許第５，８３９，９７５号は、ゴ
ルフクラブヘッドのスイートスポットの寸法に重きを置き、それを増大させる初期の試み
の１つであるけれども、これは、ゴルフクラブヘッドの内部キャビティに付加的な材料を
加えることにより実現され、これはしばしば好ましくない。重量を付加すること無しに同
様のゴールを実現するために、ゴルフクラブ設計者は打撃フェースを形成するために種々
の材料を潜在的には用いることができた。
【０００６】
　米国特許第３，９７５，０２３号は、ゴルフクラブヘッドの打撃フェース部分に、また
はその近くに複数の異なる材料を用いる初期の試みを示すけれども、これはゴルフボール
の全体の飛行距離を増大させるために奏しているのであり、スイートスポットの寸法を増
加させることについては何ら言及がない。米国特許第３，９７５，０２３号は、アルミナ
セラミックス、ムライトセラミックス等のような金属酸化物の焼結本体から形成されたセ
ラミックフェースプレートにクラブヘッドの打撃フェースを固着するゴルフクラブを開示
している。
【０００７】
　米国特許第７，８７４，９３８号は、複数の異なる材料を用いる、より現代的な試みを
実現し、フェースプレート上に複合物体を採用する。より具体的には、米国特許第７，８
７４，９３８号は、複合フェースプレートを具備するゴルフクラブヘッドを開示し、ここ
では、まず、中央部分とこの中央部分を囲む犠牲的な部分とを具備する多数のプリプレグ
層のオーバーサイズのレイアップを形成することにより、複合フェースプレートを製造で
きる。レイアップは、金型内で、温度および圧力を増大させつつ、少なくとも部分的に硬
化され、つぎに、レイアップが金型から取り出され、犠牲的な部分が中央部分から除去さ
れて実質的に欠陥のない複合部分が形成される。しかしながら、上述したのと同様に、米
国特許第７，８７４，９３８号は、ゴルフクラブヘッドのスイートスポットを増大させる
可能性については言及がない。
【０００８】
　したがって、上述から明かのように、スイートスポットの寸法の増大の重要性を認識す
る上でのすべての進展にもかかわらず、現状の技術は好ましくない重量の付加を伴うこと
無しにスイートスポットの寸法を改善させることができない。他方、重量を増加させるこ
となく打撃フェースに複数の材料を使用する唯一の試みは、スイートスポットの寸法を増
加させる設計を組み込むことに失敗している。したがって、この業界において、ゴルフク
ラブヘッドのスイートスポットの寸法を増大させることができる態様で複数の材料を採用
することができるゴルフクラブヘッドに対する要請がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６，９３２，７１６号明細書
【特許文献２】米国特許第６，７１９，６４４号明細書
【特許文献３】米国特許第７，４１３，５２０号明細書
【特許文献４】米国特許第５，８３９，９７５号明細書
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【特許文献５】米国特許第３，９７５，０２３号明細書
【特許文献６】米国特許第７，８７４，９３８号明細書
【発明の開示】
【００１０】
　この発明の一側面においては、ゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラブヘッドの前面部分
に位置づけられる打撃フェース部分と、打撃フェース部分の後方部分に結合される本体部
分とを有する。打撃フェース部分は、さらに、第１の材料から製造される第１の外側層と
、第１の外側層と類似の材料から製造される第２の裏打ち層と、第２の材料から製造され
るチップインサートとを有する。第１の外側層は打撃フェース部分の外側表面を形成し、
第２の裏打ち層は打撃フェース部分の内側表面を形成し、ここで、第１の外側層および第
２の裏打ち層が組合わさって実質的に打撃フェース部分の幾何中心の近くにキャビティを
形成する。チップインサートはキャビティ内に配置され、ここで、打撃フェース部分は約
０．８７５未満のフェース厚さ比を有し、当該フェース厚さ比は、第１の外側層の幾何中
心における厚さを第２の裏打ち層の幾何中心における厚さで割ったものとして定義される
。
【００１１】
　この発明の他の側面において、ゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラブヘッドの前面部分
に位置づけられる打撃フェース部分と、打撃フェース部分の後方部分に結合される本体部
分とを有する。打撃フェース部分は、さらに、第１の材料から製造される第１の外側層と
、第１の外側層と類似の材料から製造される第２の裏打ち層と、第２の材料から製造され
るチップインサートとを有する。第１の外側層は打撃フェース部分の外側表面を形成し、
第２の裏打ち層は打撃フェース部分の内側表面を形成し、ここで、第１の外側層および第
２の裏打ち層が組合わさって実質的に打撃フェース部分の幾何中心の近くにキャビティを
形成する。チップインサートはキャビティ内に配置され、ここで、第１の材料は上記第２
の材料と異なり、かつ、第２の材料のヤング率が第１の材料のヤング率より大きい。
【００１２】
　この発明の他の側面において、ゴルフクラブヘッドは、ゴルフクラブヘッドの前面部分
に位置づけられる打撃フェース部分と、打撃フェース部分の後方部分に結合される本体部
分とを有する。打撃フェース部分は、さらに、第１の材料から製造される第１の外側層と
、第１の外側層と類似の材料から製造される第２の裏打ち層と、第２の材料から製造され
るチップインサートとを有する。第１の外側層は打撃フェース部分の外側表面を形成し、
第２の裏打ち層は打撃フェース部分の内側表面を形成し、ここで、第１の外側層および第
２の裏打ち層が組合わさって実質的に打撃フェース部分の幾何中心の近くにキャビティを
形成する。チップインサートはキャビティ内に配置され、ここで、打撃フェース部分は液
体界面拡散プロセスを利用して形成される。
【００１３】
　この発明のこれらの、または他の特徴、側面、および利点は以下の図面、説明および特
許請求の範囲を参照して理解されるであろう。
【００１４】
　　この発明の、先の、または他の特徴および利点は、添付図面において図説される、こ
の発明の以下の説明から明らかであろう。添付図面はここに組み入れて明細書の一部を構
成し、この発明の原理を説明するのに役立ち、同業者がこの発明を実施することを可能に
する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】この発明の事例的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの斜視図である。
【図２】この発明の事例的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの正面図であり、さらに断
面線Ａ－Ａ'を示すものである。
【図３】この発明の事例的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの断面線Ａ－Ａ'に沿う断
面図である。
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【図４】この発明の事例的な実施例に従うチップインサートを含むフェースインサートの
分解図である。
【図５】この発明の事例的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの図３の円Ｃで取り出され
る拡大断面図である。
【図６】この発明の代替的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの拡大断面図である。
【図７】この発明の他の代替的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの図３の円Ｃで取り出
される拡大断面図である。
【図８】この発明の代替的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの図３の円Ｃで取り出され
る拡大断面図である。
【図９】この発明の代替的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの図３の円Ｃで取り出され
る拡大断面図である。
【図１０】この発明の代替的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの図３の円Ｃで取り出さ
れる拡大断面図である。
【図１１】この発明の代替的な実施例に従うチップインサートを含むフェースインサート
の分解図である。
【図１２】この発明の代替的な実施例に従うチップインサートを含むフェースインサート
の分解図である。
【図１３】この発明の代替的な実施例に従うゴルフクラブヘッドの図３の円Ｃで取り出さ
れる拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の詳細な説明は、この発明を実施する最良の現行企画モデルのものである。この説
明は限定的な意味で受け取られるべきではなく、この発明の全体的な原理を説明する目的
でのみなされている。この発明の範囲は添付の特許請求の範囲により最も良く規定されて
いるからである。
【００１７】
　種々の発明の特徴が以下に説明され、その各々は他の特徴と独立に採用されてもよいし
、他の特徴と組みあわされて使用されても良い。ただし、発明の任意の１つの特徴は上述
した問題のいずれも、またはすべてを扱わないかもしれないし、上述した問題の１つのみ
を取り扱うかもしれない。さらに、上述した問題の１つまたは複数は、以下説明される特
徴のいずれでも取り扱われないかもしれない。
【００１８】
　添付図面の図１は、この発明の事例的な実施例に従うゴルフクラブヘッド１００の斜視
図である。より具体的には、添付図面の図１は、打撃フェース部分１０２および本体部分
１０４を具備するゴルフクラブヘッド１００を示す。この事例的な実施例においては、打
撃フェース部分１０２はさらにフェースインサート１０６を有して製造業者が打撃フェー
ス部分１０２の背面の幾何形状を操作できるようにしている。しかしながら、この発明の
創作性のある特徴を真に理解するためには、打撃フェース部分１０２および／またはフェ
ースインサート１０６の断面図を見なければならず、これは複数の材料が用いられてフェ
ースインサート１０６を構築していることを示すことができる。フェースインサート１０
６の複数材料構造に関する検討を行う前に、以下の図面はすべてフェースインサート１０
６を採用しているけれども、この発明はフェースインサートを使用することを必要としな
いことを明確にすることは重要なことである。実際、この発明は、その範囲および内容か
ら逸脱しない範囲で、フェースカップ、Ｌ－カップ、または他の構造のような任意のタイ
プの多材料構造を打撃フェース部分１０２の近くに含むことを意図している。
【００１９】
　打撃フェース１０２の断面を示すために、添付図面の図２は、断面線Ａ－Ａ'が描かれ
た、ゴルフクラブヘッド２００の正面図を示す。添付図面の図２は、打撃フェース部分２
０２の幾何中心２０５も示す。打撃フェース部分２０２の幾何中心２０５はこの発明にお
いて重要である。なぜならば、第２の材料の配置は、一般的には、打撃フェース部分２０
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２の幾何中心２０５の実質的に後方であって良いからである。
【００２０】
　添付図面の図３は、図２に示す断面線Ａ－Ａ'に沿うゴルフクラブヘッド３００の断面
図を示す。ゴルフクラブヘッド３００に関するこの断面図は、ゴルフクラブヘッドの打撃
フェース部分３０２の複数材料構造を示す。より具体的には、打撃フェース部分３０２は
、さらに第１の外側層３１０、第２の裏打ち層３１２、およびこれら第１の外側層３１０
および第２の裏打ち層３１２の間に並置さら、またはカプセルかされたチップインサート
３１４を有する。第１の外側層３１０は、この発明の事例的な実施例において開示される
ように、全般的には、第１の材料から製造されて良い。第１の材料は全般的にはチタンタ
イプの材料であり、これは約８０ＧＰａから約１３０ＧＰａの間のヤング率、より好まし
くは約９０ＧＰａから約１２０ＧＰａの間、最も好ましくは約９５ＧＰａから約１１５Ｇ
Ｐａの間のヤング率を有する。しかしながら、第１の材料はチタン材料から製造する必要
はなく、この発明の範囲および内容から逸脱しない範囲で、ゴルフボールとの衝撃力に耐
えるのに充分な耐久性がある任意の材料から製造できる。
【００２１】
　第１の外側層３１０は、図３においてチタンの薄い層として示されるけれども、この発
明の範囲および内容から逸脱することなくスプレイコートタイプのチタンを用いて製造す
ることもできる。第１の外側層３１０の寸法および重量を最小化するためにその厚さをで
きる限り薄くすることが望ましいので、打撃フェース部分３０２の前面表面をスプレイコ
ートすることにより現在の構造を実現して、第１の外側層３１０の厚さを顕著に減少させ
、さらに、前面フェース部分がすべて同一の材料から製造されなければならないことを示
すＵＳＧＡ要請に合致させることができる。
【００２２】
　第２の裏打ち層３１２は、この発明の事例的な実施例において示されるように、全般的
には、第１の外側層３１０を形成するのに使用した第１の材料と類似のものから形成して
良い。類似の材料は、この具体的な参照例において参照されるように、Ｔｉ－８１１、Ｓ
Ｐ－７００、１５－３－３２、または任意のα合金、任意のβ合金、またはα－β合金の
ような他のタイプのチタンであって良い。第１の材料は、全般的には先に検討したように
チタンであるけれども、任意の他の材料でも形成できることにここでも再度留意されたい
。第１の外側層３１０および第２の裏打ち層３１２は、全般的には、その高強度および低
密度の特性から、類似のチタン材料から製造されて良いけれども、これらは、この発明の
範囲および内容から逸脱しない範囲で、異なるゴールおよび目的を実現するために完全に
異なる材料からも製造できる。第１の外側層３１０および第２の裏打ち層３１２は相互に
組合わさって、実質的に幾何中心の近くに、キャビティ３１３を形成してチップ３１４を
収容するようになっていることに留意されたい。
【００２３】
　キャビティ３１３は、この発明の事例的な実施例において示されるように、全般的には
、チップインサート３１４の幾何形状と同一の幾何形状を伴って良く、これによりすべて
の要素が適切に接合することを確実にする。しかしながら、キャビティ３１３はチップイ
ンサート３１４と正確に同一の幾何である必要はなく、実際に、キャビティ３１３がチッ
プインサート３１４と充分なインターフェースを取って第１の外側層３１０、第２の裏打
ち層３１２、およびそれ自体の間の強固な接合を確実にすることができる限り、この発明
の範囲および内容から逸脱しない範囲で他の幾何形状を採用することができる。
【００２４】
　チップインサート３１４は、この発明の事例的な実施例において示されるように、全般
的には、第２の材料から形成されて良く、これは第１の材料と異なるものである。より具
体的には、第２の材料は全般的には第１の材料のヤング率より大きなヤング率を伴って良
く、これにより、ゴルフクラブヘッド３００の中央部分が単一の一体の実体としてゴルフ
クラブヘッド３００の内方向・外方向へと移動して性能を改善させる。より具体的には、
第２の材料は、全般的には約１３０ＧＰａより大きな、より好ましくは約１５０ＧＰａよ
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り大きな、最も好ましくは約１７０ＧＰａより大きなヤング率を有して良い。大きな弾性
モジュラスに加えて、第２の材料は、全般的には、約５００ＧＰａより大きな、より好ま
しくは約６００ＧＰａより大きな、最も好ましくは約７００ＧＰａより大きな降伏強度を
有して良い。最後に、第２の材料は、全般的には、約７５０ＧＰａより大きな、より好ま
しくは約８５０ＧＰａより大きな、最も好ましくは約９５０ＧＰａより大きな最大抗張力
を有してよい。チップインサート３１４の上述の材料特性に従えば、多数の材料がこれら
特性に適合するものであることが理解でき、とくに、第１の材料がいくつかの実施例にお
いてチタンから外れているという事実の点からもそうである。しかしながら、１つのこの
発明の好ましい実施例において、チップインサート３１４は、容易に利用しやすく、上述
の基準に合致する固有の特性を有するという点から、スチールから構築されて良い。多く
の他の材料、例えば、炭素鋼、ステンレス鋼、セラミック、タングステン、プラスチック
、カーバイド、ホウ素カーバイド、金属射出成型材料、または、先の説明に合致する任意
の他の材料を、それが先の材料特性に合致する限り、この発明の範囲および内容に逸脱し
ない範囲で、すべて、採用して良い、
【００２５】
　添付図面の図４は、第１の外側層４１０、キャビティ４１３を具備する第２の裏打ち層
４１２、および、チップインサート４１４を分解して示し、この多材料打撃フェース部分
４０２を構築するのに使用される種々の要素の間の関係を明瞭に説明する。この多材料打
撃フェース部分４０２の構造中に関連する部品の数は比較的少ないけれども、部品を一緒
にシームレスに接合する能力についてさらに説明する。多くの接合方法、例えば溶接およ
びロウ付けが、潜在的に、打撃フェース部分４０２の部品を一緒に接合するのに採用でき
るけれども、これらの手法は、ゴルフクラブヘッドの打撃フェース部分４０２に一般的に
関連する大きな衝撃力に耐えるのに充分な接合を種々の部品間に実現しない。
【００２６】
　伝統的な接合方法の欠陥に対処するために、この発明は、多数の先進的な接合技術、例
えば、いくつかを挙げると、拡散接合（ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ　ｂｏｎｄｉｎｇ）、液体界
面拡散（ｌｉｑｕｉｄ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｄｉｆｆｕｓｉｏｎ）、拡散ロウ付け（ｄ
ｉｆｆｕｓｉｏｎ　ｂｒａｚｉｎｇ）、またはさらには超可塑形成（ｓｕｐｅｒ　ｐｌａ
ｓｔｉｃ　ｆｏｒｍｉｎｇ）を組み入れている。これは、これら手法等は、ゴルフクラブ
ヘッドの用途に必要な接合強度を実現するのに採用できるからである。
【００２７】
　１つの事例的な実施例において、第１の外側層４１０、第２の裏打ち層４１２、および
チップインサート４１４が拡散接合技術を用いて一緒に形成されてよい。拡散接合はソリ
ッドステート溶接プロセスであり、これによって、界面に渡って原子をマイグレーション
させて濃度勾配を増大させ、もって、２つの金属を一緒に接合するものである。拡散接合
技術は、全般的には、材料が大きな面積に渡って極度に強固な接合を生成できるように高
い温度にかなり長い時間だけ材料を加熱することを伴う。拡散接合に関するより詳細な説
明は米国特許第７，３６７，８９９号に見いだすことができ、その開示内容は参照してこ
こに組み入れる。
【００２８】
　この発明の代替的な実施例において、打撃フェース部分４０２の部品を液体界面拡散を
用いて一緒に接合してよい。液体界面拡散接合は、チタン合金インターフェース材料、共
晶材料、または三元材料を採用して必要な表面処理を減少させることにより、通常の拡散
接合のいくつかの欠点を除去する。より具体的には、チタン合金インターフェース材料の
存在下で、液体界面拡散は劇的に適切な拡散接合を確実にするための平滑性、洗浄性、お
よび平坦性の要請を減少させる。液体界面拡散に関するより詳細な説明は米国特許第３，
９５７，１９４号に見いだすことができ、その開示内容は参照してここに組み入れる。
【００２９】
　この発明の他の代替的な実施例において、打撃フェース部分４０２の部品を超可塑形成
を用いて一緒に接合してよい。超可塑形成は、超弾性の理論に基づいて金属シートを形成
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するための金属下降プロセスである。超可塑形成プロセスは、全般的には、超微細グレイ
ンサイズの金属を加熱して超弾性を助長させ、大きく複雑な幾何形状が、一回の処理で形
成できるようになすことを伴う。超可塑形成に関するより詳細な説明は米国特許第４，６
０３，８０８号に見いだすことができ、その開示内容は参照してここに組み入れる。
【００３０】
　添付図面の図５は図３に円Ｃで示す部分の拡大図であり、打撃フェース部分５０２に関
してより詳細が示される。図示のとおり、打撃フェース部分５０２はすべて同一の部品を
具備し、例えば、第１の厚さｄ１の第１の外側層５１０、第２の厚さｄ２の第２の裏打ち
層５１２、および第３の厚さのチップインサート５１４を具備する。図５は実際には、説
明の便宜上、幾何中心から若干ずれた位置で相対厚さを説明するけれども、相対厚さｄ１
、ｄ２、およびｄ３の測定は全般的には打撃フェース部分５０２の幾何中心で行われるこ
とにここで言及することは重要である。現行の事例的な実施例において示されるように、
第１の厚さｄ１は、フェースの前面が衝突時に圧力を受けるときに必要でない重量を節約
するために、比較的、薄いままとされて良い。第１の外側層５１０が受ける圧縮力によっ
て引き起こされる内部応力は、打撃フェース部分５０２のバックが受ける張力によって引
き起こされる内部応力より小さく、このため、厚さｄ１の厚さの要件を小さくするであろ
う。より具体的には、第１の厚さｄ１は、全般的には、約０．７ｍｍ未満、より好ましく
は約０．６ｍｍ未満、最も好ましくは約０．５ｍｍ未満であって良い。第２の裏打ち層５
１２は第２の厚さｄ２を伴い、先に述べたように、ゴルフボールとの衝突により引っ張ら
れるときに、最も大きな内部応力を受ける、打撃フェース部分５０２の部分であり、この
ため、第２の厚さｄ２は第１の厚さｄ１と較べて顕著に大きくなることが要請される。よ
り具体的には、第２の厚さｄ２は、全般的には、約０．８ｍｍより厚く、より好ましくは
約０．９ｍｍより厚く、最も好ましくは約１．０ｍｍより厚い。最後に、第３の厚さｄ３
はチップインサート５１４の厚さを示し、ここでは、厚さｄ３は、全般的には、約１．８
ｍｍから約２．２ｍｍの間、より好ましくは約１．９ｍｍから約２．１ｍｍの間、最も好
ましくは約２．０ｍｍであって良い。
【００３１】
　打撃フェース部分５０２の種々の領域の相対厚さはすべて先に開示したとおりであるけ
れども、厚さは相互との関係で重要であることを再度強調することは重要である。より具
体的には、第２の裏打ち層５１２は、第１の外側層５１０の圧縮応力に較べて顕著に大き
な引っ張り応力を受けるので、第２の裏打ち層５１２の厚さｄ２は第１の外側層５１０の
厚さより顕著に大きくなくてはならない。打撃フェース部分５０２が充分な耐久性を持つ
ために必要とされる種々の部分の厚さ要求を適切に把握するために、「フェース厚さ比」
が以下の式（１）のように形成され、これは厚さｄ１および厚さｄ２の間の関係を把握す
る。
　　　フェース厚さ比＝厚さｄ１／厚さｄ２　　　　式（１）
この発明の事例的な実施例に従う打撃フェース部分５０２は、全般的には、約ｏ．８７５
より小さな、より好ましくは、約０．６６より小さな、最も好ましくは約０．５０より小
さな「フェース厚さ比」を有して良い。
【００３２】
　チップインサート５１４は、全般的には、実質的に、円形または卵形の形状をしており
、その長軸は約２１．７５ｍｍで、短軸は約１１．６３ｍｍである。先に説明したように
厚さが近似的に約２．０ｍｍであることを組みあわせると、チップインサート５１４の体
積は全般的には約３７１．４５ｍｍ３であって良い。ただし、同一の性能向上を依然とし
て実現しつつ、チップインサート５１４の総合体積の小幅なすれがあって良い。より具体
的には、チップインサート５１４の体積は、この発明の範囲および内容から逸脱すること
なく、約３００ｍｍ３から約４００ｍｍ３の間、または、さらには、約２５０ｍｍ３から
約４５０ｍｍ３の間であってよい。最後に、ゴルフクラブヘッドの打撃フェース部分５０
２に過剰な重量を付加することは全般的には好ましくないであろうから、チップインサー
ト５１４の重量をできるだけ最小限に保つことが全般的には好ましい。したがって、先に
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検討した材料特性のいくつか、および先の体積を前提にすると、チップインサート５１４
の質量は、全般的には３．０グラムより小さく、より好ましくは２．９５グラムより小さ
く、最も好ましくは２．９０グラムより小さい。
【００３３】
　この発明の他の実施例に関する検討に移る前に、チップインサート５１４はドーム状の
形状を採って良いことをここで指摘することは重要であり、ここで平坦側は第１の外側層
５１０に面し、丸められた側は第２の裏打ち層５１２側に面している。この具体的な構造
は第２の裏打ち層５１２の背面から鋭利な角を除去する。このような角は衝撃力を受けた
ときに大きなストレスの点になりやすい。第２の裏打ち層５１２の引っ張り応力は第１の
外側層５１０の圧縮応力より顕著に大きいので、第２の裏打ち層５１２上のキャビティの
丸い側部を保持することは重要である。圧縮応力は顕著ではないので、また、この種のド
ームキャビティ構造は伝統的な機械加工方法でより簡単に形成できるので、ドームの平坦
なサイドは第１の外側層５１０と相互作用する。
【００３４】
　添付図面の図６はこの発明の代替的な実施例に従う打撃フェース部分６０２の拡大断面
図であり、ここでは、チップインサート６１４は、ドーム状の形状に代わってディスク状
の形状をしている。チップインサート６１４をドーム状の形状でなくディスク状の形状か
ら製造すると、スイートスポットの寸法が大きくなって、もって、ゴルフクラブヘッドの
性能がさらに向上するであろう。しかしながら、そのような幾何形状にすると製造がより
難しくなる。より具体的には、図６は、部品の間の任意のギャップを除去するために第１
の外側層６１０の背面に複数の突起６１６を具備する第１の外側層６１０を示す。
【００３５】
　添付図面の図７はこの発明の代替的な実施例に従う打撃フェース部分７０２の拡大断面
図であり、ここでは、チップインサート７１４は、ドーム状の形状に代わってディスク状
の形状をしている。ただし、図６に示される打撃フェース部分６０２と異なって、この実
施例の打撃フェース部分７０２は、キャビティが第１の外側層７１０側で一部が形成され
、第２の裏打ち層７１２側で一部が形成されるように異なる分割線を伴う。このタイプの
構造によって、部品のいずれの側でも通常でない形状を伴うこと無しにディスク状のチッ
プインサート７１４を利用できるようになる。
【００３６】
　添付図面の図８はこの発明の代替的な実施例に従う打撃フェース部分８０２の拡大断面
図であり、ここでは、チップインサート７１４は、波状の幾何形状をしている。チップイ
ンサート８１４が波状構造を有しているので、チップインサート８１４はチップインサー
ト８１４の全体の重量を減少させながら大きなモジュラスを実現できる。
【００３７】
　添付図面の図９はこの発明の代替的な実施例に従う打撃フェース部分９０２の拡大断面
図であり、ここでは、追加の中間層９１６が第１の外側層９１０および第２の裏打ち層９
１２の間に挟み込まれている。余分な中間層９１６を組み込むと、第１の外側層９１０お
よび第２の裏打ち層９１２の双方を完全に平坦に製造できるので、製造を顕著に簡素化で
きる。チップインサート９１４用のキャビティを形成するために行うことが必要な機械加
工は中間層９１６中のもののみであり、これはキャビティの深さに何ら限定されずに容易
に実現できる。この発明の現行の事例的な実施例では、中間層９１６は第１の外側層９１
０および第２の裏打ち層９１２と類似の材料から全般的には構築して良いけれども、中間
層９１６は、他の部品とともに形成できる限り、この発明の範囲および内容から逸脱する
ことなく、完全に異なる材料から構築して良い。
【００３８】
　添付図面の図１０はこの発明の代替的な実施例に従う打撃フェース部分１００２の拡大
断面図であり、ここでは、これは、チップインサート１０１４が埋め込まれたキャビティ
を具備する第２の裏打ち層１０１２のみを有する。この実施例においては、打撃フェース
部分１００２は打撃フェース表面が均一な材料であることを確実にするためにチップイン
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サート１０１４を被覆する第１の外側層を伴わない。この実施例は、打撃フェースは均一
な材料から製造されなければならないという現行のＵＳＧＡのゴルフ規則に適合しないか
もしれないけれども、これは、打撃フェース部分１００２の前面表面に不必要な重量を付
加する先に説明した他のすべての実施例に較べて顕著な性能向上を潜在的に実現する。さ
きに説明したように、前面部分の応力は最少なものであるので、前面部分を強化する必要
はなく、そのため、チップインサート１０１４を露出可能である。図１０に対して若干異
なる実施例においては、打撃フェース部分１００２の前面部分はチタンまたは任意の他の
材料の薄膜で被覆されて、図１０に示される実施例の重量節約を実現しつつ、視覚的には
ＵＳＧＡ要件に適合できるようになして良い。

【００３９】
　添付図面の図１１はこの発明の代替的な実施例に従う打撃フェース部分１１０２の分解
図である。より具体的には、この発明の代替的な実施例において、第１の外側層１１１０
は同一の目的を実現するために前面表面を完全に占めなくてもよい。図１１に示すこの実
施例はキャビティ１１１３に加えて外側ポケット１１１５を機械加工する点で、より多く
の機械加工作業を必要とするけれども、部品間の接合面積を顕著に減少させることができ
る。接合面積の減少は、拡散接合または液体界面拡散プロセスを使用する状況において好
ましいであろう。なぜならば、双方のプロセスはボンディングを実現するために顕著な表
面処理を必要とするからである。現行の事例的な実施例において、第１の外側層１１１０
はより簡易に機械加工を行える形状を実現するために円形ディスクの形状を採用して良い
けれども、後により詳細に示されるように、第１の外側層１１１０は、この発明の範囲お
よび内容から逸脱することなく、打撃フェース部分１１０２の外側輪郭より小さな任意の
形状を採って良い。最後に、第１の外側層１１１０は全般的に第２の裏打ち層１１１２と
同一のチタン材料から製造されて、最終製品が均一な打撃表面を伴ってＵＳＧＡ規則に適
合するようになして良いことに留意されたい。ただし、第１の外側層１１１０は、この発
明の範囲および内容から逸脱することなく、第２の裏打ち層１１１２の材料と実質的に類
似の材料、または完全に異なる材料から製造して良い。
【００４０】
　添付図面の図１２はこの発明の代替的な実施例に従う打撃フェース部分１２０２の分解
図である。より具体的には、第１の外側層１２１０の形状がチップインサート１２１４の
形状と顕著に類似している。ただし、チップインサート１２１４を被覆するのに充分な大
きさを有する。これに対応して、外側ポケット１２１５も、この発明の範囲および内容か
ら逸脱することなく、第１の外側層１２１０と類似の形状をとってよい。第１の外側層１
２１０をチップインサート１２１４の形状と類似にすれば、第１の外側層１２１０に対し
て焦点を当てた形状を実現でき、種々の部品の拡散接合に必要な表面準備の量をさらに減
少させることができる。
【００４１】
　最後に、添付図面の図１３はこの発明の実施例に従う打撃フェース部分１００２の拡大
断面図であり、ここでは、第１の外側層１３１０はゴルフクラブヘッドの前面の打撃表面
を完全にカバーしなくて良い。より具体的には、図１３の断面図に示すように、第１の外
側層１３１０は前面打撃表面を部分的にのみ被覆して良い。この実施例の断面図は、部品
間の接合面積が顕著に減少していることを示し、また拡散接合技術に必要な表面準備を最
小化できることを示す。
【００４２】
　動作例に関する場合を除き、または、とくにことわらない限りは、すべての数の範囲、
量、値およびパーセンテージ例えば明細書中の材料の量、慣性モーメント、重心位置、ロ
フト、ドラフト角、種々の性能比、その他に関するそのようなものは、値、量、または範
囲とともに明瞭に「約」の用語が表示されていなくてもそのような用語「約」があるもの
として認識することができる。したがって、そうでないと示されない限り、明細書および
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特許請求の範囲の数字のパラメータは近似であり、これはこの発明により実現されること
がのぞまれる所望の特性に応じて変化する。特許請求の範囲の均等理論の適応を排除する
意図はないが、少なくとも、各数量のパラメータは報告された実行桁数の下で理解され、
通常の丸め手法により把握すべきである。
【００４３】
　この発明の広い範囲を示す数量の範囲およびパラメータは近似であるけれども、明細書
の例に示された数量の値はできる限り正確に報告されている。ただし、いずれの数量の値
も、各実験の測定に見いだされる標準偏差に起因する必然的な誤差を内在する。さらに、
種々のことがらについて数量の範囲が示される場合には、指摘した値の範囲で、それらを
組み合わせたものが利用できることを理解されたい。
【００４４】
　以上は、この発明の例示の実施例に関するものであり、以下の特許請求の範囲で示され
る発明の範囲および程度を逸脱することなく修正を行えることはもちろんであることに留
意されたい。
【符号の説明】
【００４５】
１００、２００、３００　　　ゴルフクラブヘッド
１０２、２０２、３０２　　　打撃フェース部分
１０４、３０４　　　本体部分
１０６、３０６　　　フェースインサート
２０５　　　幾何中心
３１０　　　外側層
３１２　　　裏打ち層
３１３　　　キャビティ
３１４　　　チップインサート
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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